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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡挿入部の先端に、取付け可能なアダプタ本体と、
　一主面に電気回路が設けられ、他主面が前記アダプタ本体の先端面に固定された基板と
、
　前記基板の他主面に設けられた識別抵抗と、
　前記挿入部側から前記電気回路に電力を導く導電手段とを備え、
　前記導電手段が前記識別抵抗を介して前記電気回路に電力を導くアダプタ。
【請求項２】
　前記アダプタ本体は、前記識別抵抗に対向する位置に凹部が設けられ、該凹部において
前記導電手段が前記識別抵抗を介して前記電気回路に電力を導く請求項１に記載のアダプ
タ。
【請求項３】
　内視鏡挿入部の先端に、取付け可能なアダプタ本体と、
　一主面に電気回路が設けられ、他主面が前記アダプタ本体の先端面に固定された基板と
、
　前記基板の裏面に設けられた薄膜状の識別抵抗、及び該基板の裏面に設けられた電気伝
導性を有する接点と、
　前記挿入部側から前記基板に電力を導く導電手段と、
　前記導電手段が前記接点を介して前記電気回路および前記識別抵抗に電力を導くアダプ
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タ。
【請求項４】
　前記接点に対向する位置の前記アダプタ本体に凹部が設けられ、該凹部において前記導
電手段が前記接点を介して前記電気回路および前記識別抵抗に電力を導く請求項３に記載
のアダプタ。
【請求項５】
　前記識別抵抗が、レーザトリミング抵抗である請求項１または請求項２に記載のアダプ
タ。
【請求項６】
　前記導電手段が、ケーシングと、該ケーシングに対して軸方向に突出可能な電極と、該
電極を軸方向に付勢する付勢手段とを備える請求項１から請求項５のいずれかに記載のア
ダプタ。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれかに記載のアダプタと、
　該アダプタと嵌合し、前記導電手段に電力を供給する挿入部とを備える内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アダプタおよびこれを備えた内視鏡に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、挿入部の先端に着脱自在な光学アダプタを備えるアダプタ式内視鏡が知られてい
る。このようなアダプタ式内視鏡において、挿入部の先端に取り付けられる光学アダプタ
は、観察対象や用途に応じて様々な種類を使い分ける必要があり、それぞれ観察方向や視
野角などが異なるものとなっている。
【０００３】
　従来、それらの異なる種類の光学アダプタを見分けるために、アダプタ本体の側面に種
別名称を刻印して見分けていた。また、光学アダプタに識別抵抗を実装し、挿入部側の接
点からその抵抗値を読み取ることによって、光学アダプタの種別判別を行う方法が知られ
ている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　ところで、内視鏡の照明光源として、光学アダプタにＬＥＤ等の発光素子を実装したア
ダプタ式内視鏡が知られている（例えば、特許文献２参照）。このようなアダプタ式内視
鏡では、ＬＥＤが搭載される基板に識別抵抗も実装することで、光学アダプタの判別を行
うことができる。この場合には、ＬＥＤ実装面、またはその裏面にチップ型の識別抵抗が
実装されることとなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－３１３２４１号公報
【特許文献２】特開２００８－３６０３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、ＬＥＤ実装面にチップ型の識別抵抗を実装すると、以下のような不都合
がある。
　ＬＥＤを実装できる面積が減るため、ＬＥＤの数量を削減せざるを得ず、その結果、照
明光量が低下する。また、ＬＥＤの実装面積が狭くなることで、ワイヤボンディングが複
雑になるため、光学アダプタの歩留まりが低下する。さらに、識別抵抗から発生した熱が
周囲のＬＥＤに伝わってしまうため、ＬＥＤの寿命を短くしてしまう。
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【０００７】
　また、ＬＥＤ実装面の裏面にチップ型の識別抵抗を実装しても、以下のような不都合が
ある。
　識別抵抗の周囲にショート防止用の逃げ部（空間）が必要となり、この逃げ部が断熱層
として機能するため、ＬＥＤの放熱効率を低下させる。また、識別抵抗の実装面積の分だ
け、基板と該基板を支持するアダプタ本体との接触面積が減るため、放熱効率を低下させ
る。さらに、前述の逃げ部を設けることで、光学アダプタおよび挿入部が大径化してしま
う。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、ＬＥＤおよび識別抵抗を実装したアダプ
タにおいて、ＬＥＤの実装面積を確保しつつ、ＬＥＤの放熱効率を向上させることができ
るアダプタおよびこれを備えた内視鏡を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明は、以下の手段を採用する。
　本発明の第１の態様は、内視鏡挿入部の先端に、取付け可能なアダプタ本体と、一主面
に電気回路が設けられ、他主面が前記アダプタ本体の先端面に固定された基板と、前記基
板の他主面に設けられた識別抵抗と、前記挿入部側から前記電気回路に電力を導く導電手
段とを備え、前記導電手段が前記識別抵抗を介して前記電気回路に電力を導くアダプタで
ある。
【００１０】
　本発明の第１の態様によれば、導電手段により挿入部側から電力が導かれることによっ
て、識別抵抗に基づいてアダプタの識別が行われるとともに、電気回路において発生した
熱が、基板を介してアダプタ本体に伝えられて放散される。
【００１１】
　この場合において、導電手段は、識別抵抗を介して電気回路に電力を伝達しているため
、導電手段と電気回路（基板）とを接続する配線および配線のためのスペースを、基板と
アダプタ本体との間に設ける必要がない。これにより、基板とアダプタ本体との接触面積
を最大化して、これらの間の伝熱量を大きくすることができ、効率的に電気回路の放熱を
行うことができる。
【００１２】
　上記の第１の態様において、前記アダプタ本体は、前記識別抵抗に対向する位置に凹部
が設けられ、該凹部において前記導電手段が前記識別抵抗を介して前記電気回路に電力を
導くこととしてもよい。
　このようにすることで、識別抵抗に対向する位置においてアダプタ本体に設けられた凹
部、すなわち、基板とアダプタ本体との間における空間（逃げ部）を最小化することがで
きる。ここで、この空間は、基板とアダプタ本体との間における断熱層として機能する。
したがって、この空間を最小化することで、基板とアダプタ本体との接触面積を最大化し
て、これらの間の伝熱量を大きくすることができ、効率的に電気回路の放熱を行うことが
できる。
【００１３】
　本発明の第２の態様は、内視鏡挿入部の先端に、取付け可能なアダプタ本体と、一主面
に電気回路が設けられ、他主面が前記アダプタ本体の先端面に固定された基板と、前記基
板の裏面に設けられた薄膜状の識別抵抗、及び該基板の裏面に設けられた電気伝導性を有
する接点と、前記挿入部側から前記基板に電力を導く導電手段と、前記導電手段が前記接
点を介して前記電気回路および前記識別抵抗に電力を導くアダプタである。
【００１４】
　本発明の第２の態様によれば、導電手段により内視鏡挿入部からの電力が導かれること
によって、識別抵抗に基づいてアダプタの識別が行われるとともに、電気回路において発
生した熱が、基板を介してアダプタ本体に伝えられて放散される。
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【００１５】
　この場合において、基板の裏面には、薄膜状の識別抵抗と、電気伝導性を有する接点と
が設けられている。そして、導電手段は、この接点を介して電気回路に電力を伝達してい
るため、導電手段と電気回路とを接続する配線および配線のためのスペースを、基板とア
ダプタ本体との間に設ける必要がない。これにより、基板とアダプタ本体との接触面積を
最大化して、これらの間の伝熱量を大きくすることができ、効率的に電気回路の放熱を行
うことができる。
【００１６】
　上記の第２の態様において、前記接点に対向する位置の前記アダプタ本体に凹部が設け
られ、該凹部において前記導電手段が前記接点を介して前記電気回路および前記識別抵抗
に電力を導くこととしてもよい。
　このようにすることで、基板の接点に対向する位置においてアダプタ本体に設けられた
凹部、すなわち、基板とアダプタ本体との間における空間（逃げ部）を最小化することが
できる。ここで、この空間は、基板とアダプタ本体との間における断熱層として機能する
。したがって、この空間を最小化することで、基板とアダプタ本体との接触面積を最大化
して、これらの間の伝熱量を大きくすることができ、効率的に電気回路の放熱を行うこと
ができる。
【００１７】
　上記の第１の態様において、前記識別抵抗が、レーザトリミング抵抗であることとして
もよい。
　レーザトリミング抵抗は、チップ抵抗のような一定の規格サイズに捉われず、様々な大
きさとすることができるので、基板等の形状に合わせた識別抵抗を実装することができる
。
【００１８】
　上記の第１および第２の態様において、前記導電手段が、ケーシングと、該ケーシング
に対して軸方向に突出可能な電極と、該電極を軸方向に付勢する付勢手段とを備えること
としてもよい。
　付勢手段によって電極を付勢することで、軸方向にガタつきがあった場合にも、識別抵
抗または基板の接点に電極を確実に接触させることができる。これにより、識別抵抗の読
み取り異常による挿入部へのアダプタの取り付けミスを防止することができる。
【００１９】
　本発明の第３の態様は、上記のアダプタと、該アダプタと嵌合し、前記導電手段に電力
を供給する挿入部とを備える内視鏡である。
　このような内視鏡によれば、上記のアダプタを採用しているため、各アダプタを識別抵
抗によって識別するとともに、各アダプタの電気回路において発生した熱を効率的に放散
することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、導電手段により挿入部側から電力が導かれることによって、識別抵抗
に基づいてアダプタの識別が行われるとともに、電気回路において発生した熱が、基板を
介してアダプタ本体に伝えられて放散される。
　この場合において、導電手段は、識別抵抗を介して電気回路に電力を伝達しているため
、導電手段と電気回路（基板）とを接続する配線および配線のためのスペースを、基板と
アダプタ本体との間に設ける必要がない。これにより、基板とアダプタ本体との接触面積
を最大化して、これらの間の伝熱量を大きくすることができ、効率的に電気回路の放熱を
行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡の斜視図である。
【図２】図１の内視鏡に着脱されるアダプタの縦断面図である。
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【図３】図２のプローブピンの縦断面図である。
【図４】図２の光学アダプタの正面図である。
【図５】図２の識別抵抗とプローブピンとの位置関係を説明する斜視図である。
【図６】図１の挿入部の先端部の正面図である。
【図７】図６のＡ－Ａ断面における縦断面図である。
【図８】図６のＢ－Ｂ断面における縦断面図である。
【図９】図６のＡ－Ａ断面における挿入部に光学アダプタを装着した状態を示す縦断面図
である。
【図１０】図６のＢ－Ｂ断面における挿入部に光学アダプタを装着した状態を示す縦断面
図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態に係るアダプタの縦断面図である。
【図１２】図１１の基板を裏面から見た場合の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
〔第１の実施形態〕
　以下、本発明の第１の実施形態に係る内視鏡について図面を参照して説明する。
　図１に示すように、本実施形態に係る内視鏡１は、挿入部の先端に着脱自在な光学アダ
プタ（アダプタ）６を備えるアダプタ式内視鏡であり、例えば配管内に挿入される細長い
挿入部２と、挿入部２の湾曲動作を操作する操作部３と、挿入部２からの信号に基づいて
画像を生成する内視鏡の本体４と、本体４により生成された画像を表示するモニタ５とを
備えている。
【００２３】
　挿入部２は、先端側から順に、先端部２１と、操作部３をユーザが操作することによっ
て３次元的に湾曲される湾曲部２２と、可撓性部材にて形成された長尺な可撓管部２３と
が連続して一体的に配置されており、可撓管部２３の基端部が操作部３に接続されている
。
　また、挿入部２の先端部２１には、後述する光学アダプタ６が着脱されるようになって
いる。
【００２４】
　操作部３は、ユーザにより例えば操作レバーが操作されることによって、挿入部２内に
挿通された湾曲操作ワイヤ（図示略）を長手方向に引っ張るように動作させ、湾曲部２２
を３次元方向に湾曲動作させるようになっている。より具体的には、操作部３は、ユーザ
により操作レバーが傾けられた方向に、その傾き角度に応じた角度で湾曲部２２を湾曲さ
せるようになっている。なお、操作部３には、操作レバーの他、撮像動作等を指示する各
種スイッチが設けられている。
【００２５】
　本体３は、例えばマグネシウムダイキャストにより構成された筐体を備え、該筐体の内
部には、画像処理用のＣＰＵ等の電気部品が複数固定された基板（図示略）や、後述する
光学アダプタ６のＬＥＤ１５に電力を供給するバッテリユニット（図示略）等が設けられ
ている。
　また、本体３の筐体外部には、挿入部２により撮像され、本体３内のＣＰＵ等により生
成された内視鏡画像を表示するモニタ５が設けられている。
【００２６】
　次に、本発明の第１の実施形態に係る光学アダプタ６の構成について、図２から図５を
用いて説明する。
　図２は光学アダプタ６の縦断面図、図３はプローブピン３０の縦断面図、図４は光学ア
ダプタ６の正面図、図５は図２の識別抵抗１９とプローブピン３０との位置関係を説明す
る斜視図である。
　図２に示されるように、光学アダプタ６は、挿入部２の先端部２１外周面に嵌合する円
筒部分を有し、全体として略円柱形状を有している。光学アダプタ６の外周面には、挿入
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部２の先端部２１が挿入された状態で、例えば中心軸線回りに回転させることで、挿入部
２の先端部２１に締結される円筒状の固定リング１２が設けられている。
【００２７】
　光学アダプタ６は、挿入部２の先端面に当接されるアダプタ本体１１と、アダプタ本体
１１の先端面に固定されたリング状の基板１３とを備えている。
　アダプタ本体１１は、熱伝導性の良好な材質で構成されており、基板１３の熱を挿入部
２の先端部２１に導くようになっている。アダプタ本体１１と基板１３との間には、例え
ばエポキシ樹脂等の絶縁部材が設けられており、これらの間は電気的に絶縁されている。
なお、絶縁部材を設ける代わりに、アダプタ本体１１を絶縁部材で構成することとしても
よい。
【００２８】
　基板１３は、金属等の電気伝導性および熱伝導性の良好な材質で構成されており、後述
するプローブピン（導電手段）３０からの電力をＬＥＤ（電気回路）１５に導くとともに
、ＬＥＤ１５において発生した熱をアダプタ本体１１に導くようになっている。
【００２９】
　基板１３の表面には、図４に示されるように、観察領域を照明する複数のＬＥＤ１５が
、周方向に間隔を空けて円環状に配置されている。
　また、基板１３の中心に設けられた孔には、ＬＥＤ１５により照明された観察領域から
の光を集光する対物光学系１７が設けられている。
【００３０】
　基板１３の裏面には、図２に示されるように、所定の抵抗値を有する識別抵抗１９が実
装されている。この識別抵抗１９は、光学アダプタ毎に固有の抵抗値を有しており、その
抵抗値を読み取ることで、光学アダプタの識別ができるようになっている。識別抵抗１９
は、例えばレーザトリミング抵抗であり、基板１３の形状に合わせた形状を有している。
【００３１】
　また、アダプタ本体１１には、識別抵抗１９および基板１３を介して、挿入部２側から
ＬＥＤ１５に電力を導くプローブピン３０が設けられている。
　プローブピン３０は、挿入部２の先端部２１が挿入された際に、挿入部２の先端部２１
に設けられた挿入部側端子４３に接触するようになっている。
【００３２】
　ここで、プローブピン３０の構成および配置について図３および図５を用いて説明する
。
　図３および図５に示されるように、プローブピン３０は、金属等の電気伝導性の良好な
材質で構成されている。プローブピン３０の軸線上には、識別抵抗１９が配置されている
。
【００３３】
　プローブピン３０は、図３に示されるように、円筒形状のケーシング３１と、ケーシン
グ３１に対して軸方向に突出可能な電極３２，３３と、ケーシング３１の内部に配置され
、電極３２，３３を軸方向に付勢する図示しないスプリング（付勢手段）とを備えている
。
　このような構成を有することで、プローブピン３０は、識別抵抗１９の電気導通部に電
極３２がスプリングの弾性力によって常に押し付けられるようになっている。また、プロ
ーブピン３０の電極３３も、挿入部２の先端部２１に設けられた挿入部側端子４３にスプ
リングの弾性力によって常に押し付けられるようになっている。
【００３４】
　ケーシング３１の外周面には、円筒形状の絶縁部材３４が設けられている。この絶縁部
材３４により、プローブピン３０からアダプタ本体１１への漏電が防止されるようになっ
ている。
　また、アダプタ本体１１の識別抵抗１９に対向する位置には、識別抵抗１９とプローブ
ピン３０の電極３２が触れてショートが発生しないように、逃げ部（凹部）１６が設けら
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れている。すなわち、プローブピン３０は、この逃げ部１６において識別抵抗１９および
基板１３を介してＬＥＤ１５に電力を導くようになっている。
　なお、基板１３とアダプタ本体１１とは、逃げ部１６以外の領域において、絶縁部材を
介して接触させられている。
【００３５】
　次に、挿入部２の先端部２１の内部構成について、図６から図８を用いて説明する。
　図６は挿入部２の先端部２１の正面図であり、図７は図６のＡ－Ａ断面における縦断面
図、図８は図６のＢ－Ｂ断面における縦断面図である。
　図６に示されるように、挿入部２の先端部２１は、光学アダプタ６に嵌合する先端本体
４４と、先端本体４４の外周面に設けられた管状部材４５とを備えている。
【００３６】
　先端本体４４は、図６に示されるように、光学アダプタ６の対物光学系１７からの光を
集光する光学レンズ４１と、光学アダプタ６と先端本体４４との回転位置を決定する回転
位置決め部４２と、光学アダプタ６のプローブピン３０に接触させられる挿入部側端子４
３とを備えている。
【００３７】
　また、先端本体４４は、図７に示されるように、光学レンズ４１により集光された光を
撮像する撮像ユニット４６と、撮像ユニット４６に接続され、撮像ユニット４６からの出
力信号を伝送する撮像ケーブル４７と、光学アダプタ６から先端本体４４を介して伝達さ
れた熱を挿入部２の基端側に伝えて放熱する放熱ケーブル４８とを備えている。
【００３８】
　また、先端本体４４には、図８に示されるように、外周面が絶縁部材で被覆され、ＬＥ
Ｄ１５に電力を供給するための電力ケーブル４９が挿通されている。電力ケーブル４９の
先端には、導体が露出された挿入部側端子４３が設けられている。この挿入部側端子４３
は、挿入部２の先端部２１に光学アダプタ６が装着された際に、光学アダプタ６のプロー
ブピン３０と接触するようになっている。
　また、挿入部側端子４３の周囲には、ショートを防止するために、空間５０が設けられ
ている。この空間５０の内壁には、絶縁部材４０が被覆されている。
【００３９】
　次に、挿入部２の先端部２１に光学アダプタ６を装着した状態について、図９および図
１０を用いて説明する。図９は、図６のＡ－Ａ断面における光学アダプタ６を装着した場
合の縦断面図、図１０は、図６のＢ－Ｂ断面における光学アダプタ６を装着した場合の縦
断面図である。
【００４０】
　図９に示されるように、光学アダプタ６の円筒内に挿入部２の先端部２１を挿入した状
態で、光学アダプタ６の固定リング１２を中心軸線回りに回転させると、光学アダプタ６
と挿入部２の先端部２１とが締結され、嵌合部２５において嵌合する。
　この状態では、光学アダプタ６のアダプタ本体１１と挿入部２の先端本体４４とが面接
触する。すなわち、アダプタ本体１１と先端本体４４とは、接触面２６において伝熱でき
るようになっている。
【００４１】
　プローブピン３０の電極３２は、図１０に示されるように、図示しないスプリングの弾
性力によって識別抵抗１９に押し当てられる。また、プローブピン３０の電極３３は、図
示しないスプリングの弾性力によって挿入部２の挿入部側端子４３に押し当てられる。
【００４２】
　上記構成を有する内視鏡１の作用について以下に説明する。
　本体４内のバッテリユニットから、挿入部２に挿通された電力ケーブル４９を介して、
ＬＥＤ１５に電力が供給されると、ＬＥＤ１５から観察領域に向けて照明光が射出される
とともに、観察領域からの光が、光学アダプタ６の対物光学系１７により集光され、光学
レンズ４１により撮像ユニット４６上に結像される。
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【００４３】
　撮像ユニット４６では、結像された光が光電変換されて撮像信号が生成される。生成さ
れた撮像信号は、撮像ケーブル４７により伝送され、本体４内のＣＰＵ等により画像が生
成されてモニタ５に表示される。
【００４４】
　また、プローブピン３０により挿入部２側から電力が導かれることによって、識別抵抗
１９が有する所定の抵抗値に基づいて光学アダプタ６の識別が行われる。
　また、ＬＥＤ１５において発生した熱が、基板１３を介してアダプタ本体１１に伝えら
れ、挿入部２の先端本体４４を介して放熱ケーブル４９により挿入部２の基端側に放散さ
れる。
【００４５】
　この場合において、本実施形態に係る内視鏡１によれば、プローブピン３０は、識別抵
抗１９を介してＬＥＤ１５に電力を伝達しているため、プローブピン３０とＬＥＤ１５（
あるいは基板１３）とを接続する配線および配線のためのスペースを、基板１３とアダプ
タ本体１１との間に設ける必要がない。したがって、識別抵抗１９に対向する位置におい
てアダプタ本体に設けられた逃げ部１６、すなわち、基板１３とアダプタ本体１１との間
における空間を最小化することができる。ここで、この逃げ部１６は、基板１３とアダプ
タ本体１１との間における断熱層として機能する。したがって、この逃げ部１６を最小化
することで、基板１３とアダプタ本体１１との接触面積を最大化して、これらの間の伝熱
量を大きくすることができ、効率的にＬＥＤ１５の放熱を行うことができる。
【００４６】
　これにより、ＬＥＤ１５の熱による劣化を防止するとともに、ＬＥＤ１５において発生
した熱が撮像ユニット４６に伝達されて、撮像ユニット４６において熱ノイズ等が発生し
てしまうことを防止することができ、観察画像の画質を向上することができる。
【００４７】
　また、プローブピン３０をスプリングによって電極３２，３３を付勢する構成とするこ
とで、軸方向にガタつきがあった場合にも、識別抵抗１９または挿入部側端子４３に電極
３２，３３を確実に接触させることができる。これにより、識別抵抗１９の読み取り異常
による挿入部２への光学アダプタ６の取り付けミスを防止することができる。
【００４８】
　また、識別抵抗１９をレーザトリミング抵抗とすることで、チップ抵抗のような一定の
規格サイズに捉われず、様々な大きさとすることができ、基板１３の形状に合わせて識別
抵抗１９を実装することができる。
【００４９】
〔第２の実施形態〕
　次に、本発明の第２の実施形態に係る光学アダプタ７について図面を参照して説明する
。本実施形態の説明において、第１の実施形態に係る光学アダプタ６と共通する点につい
ては説明を省略し、異なる点について主に説明する。
　本実施形態に係る光学アダプタ７が第１の実施形態に係る光学アダプタ６と異なる点は
、基板１３の裏面に薄膜状の印刷抵抗（識別抵抗）５１を設け、印刷抵抗５１の上面を絶
縁層５２で覆った点である。
【００５０】
　図１１は本実施形態に係る光学アダプタ７の縦断面図、図１２は図１１に示す基板１３
の正面図である。
　本実施形態に係る光学アダプタ７は、図１２に示されるように、基板１３の裏面に、所
定の抵抗値を有する薄膜状の印刷抵抗５１が設けられている。そして、この印刷抵抗５１
の上面には、例えばエポキシ樹脂等により形成された絶縁層５２が被覆されている。また
、基板１３の裏面は、一部を除いて絶縁層５２により被覆されている。基板１３の裏面が
露出された部分は、プローブピン３０が押し当てられるプローブピン接触部（接点）５３
として用いられる。このプローブピン接触部５３は、プローブピン３０の軸線上に配置さ
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れている。
【００５１】
　プローブピン接触部５３の周囲は、プローブピン３０の電極３２が触れてショートが発
生しないように、逃げ部（凹部）５４が設けられている。すなわち、プローブピン３０は
、この逃げ部５４において基板１３裏面のプローブピン接触部５３に接触することで、基
板１３を介してＬＥＤ１５に電力を導くようになっている。
【００５２】
　なお、印刷抵抗５１の上面には絶縁層５２が被覆されているため、印刷抵抗５１とアダ
プタ本体１１との間でのショートが防止される。また、基板１３とアダプタ本体１１とは
、逃げ部５４以外の領域において、絶縁層５２を介して接触させられている。
【００５３】
　上記構成を有する本実施形態に係る光学アダプタ７によれば、プローブピン３０により
挿入部２からの電力が導かれることによって、印刷抵抗５１が有する所定の抵抗値に基づ
いて光学アダプタ７の識別が行われるとともに、ＬＥＤ１５において発生した熱が、基板
１３を介してアダプタ本体１１に伝えられて放散される。
【００５４】
　この場合において、プローブピン３０は、プローブピン接触部５３に押し当てられるこ
とで、基板１３を介してＬＥＤ１５に電力を伝達しているため、プローブピン３０とＬＥ
Ｄ１５とを接続する配線および配線のためのスペースを、基板１３とアダプタ本体１１と
の間に設ける必要がない。したがって、基板１３裏面のプローブピン接触部５３に対向す
る位置においてアダプタ本体１１に設けられた逃げ部５４、すなわち、基板１３とアダプ
タ本体１１との間における空間を最小化することができる。ここで、この逃げ部５４は、
基板１３とアダプタ本体１１との間における断熱層として機能する。したがって、この逃
げ部５４を最小化することで、基板１３（絶縁層５２）とアダプタ本体１１との接触面積
を最大化して、これらの間の伝熱量を大きくすることができ、効率的にＬＥＤ１５の放熱
を行うことができる。
【００５５】
　さらに、本実施形態に係る光学アダプタ７によれば、第１の実施形態における識別抵抗
１９の周囲の逃げ部１６よりも、プローブピン接触部５３の周囲の逃げ部５４を小さくす
ることができるので、基板１３（絶縁層５２）とアダプタ本体１１との接触面積を増加さ
せ、ＬＥＤ１５の放熱効率を向上することができる。
【００５６】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの
実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれ
る。
　例えば、各実施形態において、ＬＥＤ１５に電力を導く導電手段は、プローブピン３０
であるとして説明したが、これに代えて、電力ケーブルを識別抵抗１９またはプローブピ
ン接触部５３に直接接続することとしてもよい。
【００５７】
　また、各実施形態において、ＬＥＤ１５および識別抵抗１９または印刷抵抗５１を基板
１３に実装することとして説明したが、これに代えて、基板１３を光学アダプタ６，７の
本体に一体化させ、該本体にＬＥＤ１５および識別抵抗１９または印刷抵抗５１を実装す
ることとしてもよい。
【符号の説明】
【００５８】
１　内視鏡
２　挿入部
３　操作部
４　本体
５　モニタ
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６，７　光学アダプタ
１１　アダプタ本体
１３　基板
１５　ＬＥＤ（電気回路）
１６，５４　逃げ部（凹部）
１７　対物光学系
１９　識別抵抗
２１　先端部
３０　プローブピン（導電手段）
３１　ケーシング
３２，３３　電極
５１　印刷抵抗（識別抵抗）
５２　絶縁層
５３　プローブピン接触部（接点）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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确保LED安装区域的同时提高了LED散热效率。解决方案：适配器6包
括：适配器主体11，其可拆卸地连接到内窥镜的插入管的远端;基板13，
其后表面固定到适配器主体11的远端表面; LED15安装在基板13的前表
面上;识别电阻19安装在基板13的后表面上;探针30用于从插入部分侧向
LED 15引导电源。在适配器中，探针30经由识别电阻19将电力引导到
LED 15。
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